
農地法第４条・第５条届出時の必要書類 

 

１ 届出書（正・副） 各１部 

２ ◇全部事項証明書 １部 

３ 位置図 １部 

４ ◇公図 １部 

（無断転用の場合） 

①  始末書 １部 

（一時転用の場合） 

①  原状復旧契約書 １部 

※◇のついている書類は３か月以内のもの 

※申請人以外の者が届出書の提出等をする場合は、委任状を提出してください。 


